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人事院行政効率化推進計画等の取組実績 

 

 

 

（注）以下において「今後の取組計画」とは、人事院行政効率化推進計

画（平成１８年８月２９日改定）に掲げるものをいう。 

 

 

１．公用車の効率化 

（今後の取組計画） 

① 削減計画台数 ２台（削減計画終了年度 平成２５年度） 
平成18年度中に、交換時期の到来に合わせ、削減計画に基づき 

２台を削減した。 

25台(平成15年3月末)→25台(平成18年度当初)→23台(平成19年

度) 

 

平成19年度予算における削減効果       ▲６９３千円 

 

② 職員運転手については原則退職後不補充の方針を遵守し、仮に補充

する場合には、再任用制度を活用する。 

 既に実施 

 

③ 「これまでの取組①～③」について更に推進する。 

これまでの取組①～③ 

① アイドリングストップ等による燃料費の節減 

② 共用利用を推進し、効率的に運用 

③ 運転業務の民間委託の推進 
 

上記について今後更に推進 

 

④ これらの取組については、平成１９年度に見直しをする。 

平成19年度に見直し実施予定 
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２．公共調達の効率化 

（今後の取組計画） 

① 公共工事以外の公共調達について、不自然な入札結果の事後的・統
計的分析を行う。 

 既に実施 

 

② 「これまでの取組⑨」のうち、特に、契約の相手方が独立行政法人、

特殊法人、認可法人及び所管公益法人並びに特定民間法人（以下「所

管公益法人等」という。）であるものについて、随意契約によること

とした理由を具体的かつ詳細に記載するものとする。 
 既に実施 

【ホームページアドレス】 

http://www.jinji.go.jp/tyoutatu/index14.4.1htm 

 

③ 内部監査において、所管公益法人等との間の随意契約も含め重点的

に監査を実施する。 

  平成18年度中に実施 

 

④ 所管公益法人等に係る随意契約について、「随意契約見直し計画」

にしたがって、随意契約の適正化を図るとともに、その実施状況につ

いて、フォローアップを行い、結果を公表する。 

 平成18年６月13日の「随意契約見直し計画」の内容 

  競争性のない随意契約 6,315万円⇒5,269万円 

（▲1,046万円、16.6％減） 

 計画作成後の公益法人等との随意契約の適正化の実施状況

（H18.12.31現在） 

  企画競争・公募    1件(25%)、 1,723千円(13.9%) 

  競争性のない随意契約 3件(75%)、10,653千円(86.1%) 

      （競争性のない随意契約は、見直し計画により準備段階を経

て平成19年度から企画競争に移行予定） 

 

 平成19年１月26日には、所管公益法人等以外との随意契約につい
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ても見直しを実施 

  競争性のない随意契約 57,979万円⇒15,498万円 

（▲42,481万円、73.3％減） 

 

  併せて、６月の所管公益法人等に係る随意契約について、追加検

討結果を含めて修正公表 

  競争性のない随意契約  9,793万円⇒3,478万円 

（▲ 6,315万円、64.5％減） 

 

⑤ 少額随契による場合においても、見積合せを行うなど競争的手法の

導入に努める。 

既に実施 

 

⑥ 「これまでの取組⑰」について、温室効果ガスの排出の削減に配慮

する。 

これまでの取組⑰ 

⑰ 電力供給契約の入札を実施 
平成１６年１１月から入札による電力供給契約を実施。 

平成１８年１１月の入札の際に、温室効果ガスの排出の削減に

配慮した要件を付した 

 

  平成19年度予算における削減効果            ▲  5,936千円 

 

⑦ 「これまでの取組①～⑩、⑫～⑯、⑱及び⑲」について引き続き実

施する。 

これまでの取組①～⑩、⑫～⑯、⑱及び⑲ 

①   契約の適正な履行の確保に配慮しつつ、一般競争入札によるこ
とを原則とするとともに、一般競争入札による調達の割合（競争

入札に付した件数に占める一般競争入札の割合）を含めた一般競

争入札の実施状況について、平成１６年度分から翌年度早期にＨ

Ｐにおいて公表 

【ホームページアドレス】 

http://www.jinji.go.jp/tyoutatu/index14.4.1htm 
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② 調達物の仕様については必要最小限の性能・機能を定めるにと

どめ、限られた業者しか入札に参加できないことがないよう配慮

③   取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用して幅
広く行い、適切な予定価格を設定 

④ 参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取

するとともに、見積の比較、取引実例との比較等により、適正な

予定価格を設定 

⑤ 再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場

合には原則として再度公告入札を実施 

⑥ 競争入札の方法による委託契約についても、再委託の承認等必

要な措置をとるなどその適正な履行を確保 

⑦ 予定価格等を公にすることが可能な調達案件のうち１，６００

万円以上ものについては、落札率をＨＰに公表 

【ホームページアドレス】 

http://www.jinji.go.jp/tyoutatu/index14.4.1htm 

⑧ 随意契約による場合、法令に定める要件に合致するかどうかの

確認を適正に実施 

⑨ 平成１７年度以降の随意契約のうち少額随意契約以外のもの

（物品購入の場合１６０万円を超えるもの等）について、契約の

相手方、契約金額、随意契約理由等をＨＰにおいて公表 

【ホームページアドレス】 

http://www.jinji.go.jp/tyoutatu/index14.4.1htm 

⑩ 随意契約の方法による委託契約について、不適切な再委託によ

り効率性が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防

ぐなどその適正な履行を確保 

⑫ 物品のリース契約について、購入する場合や単年度賃貸借を行

う場合と比較して合理性が認められる場合には、国庫債務負担行

為による複数年契約により実施 

⑬ 複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として

国庫債務負担行為による複数年契約により実施 

⑭ 調達物の仕様について、内容の見直し・合理化の検討を行い、

コストを削減（過剰仕様等の排除） 

⑮ 電話料金の割引制度を活用 
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⑯ 常用事務用品については年間の一括購入を、その他の事務用品

については一括購入を実施 
⑱ 電子入札・開札システムの導入に向け検討 

⑲ 庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、Ｅ

ＳＣＯ事業導入の検討等 

 

 上記については⑫⑬を除き既に実施。⑫⑬は該当事例なし 

 

 

３．公共事業のコスト縮減 

該当なし 

 

 

４．電子政府関係の効率化 

（今後の取組計画） 

① 人事・給与関係業務情報システムの本格運用に向け、先行導入府省

における運用を継続するとともに、各府省への適用のあり方について

検討する。 

  最適化計画では、平成19年度までに各府省に導入することとされ

ていたが、平成18年7月に閣議決定された「骨太の方針2006」を踏ま

え、内閣官房より、システム運用の集中管理方式への移行を含め最

適化計画の見直しを行うとの考え方が示された 

 

② 平成１８年度末までの可能な限り早期に、経費・業務処理時間の効

果等の観点から、全府省の「研修・啓発業務の業務・システム最適化

計画」の見直し改定を行い、効果指標を策定する。 

  費用対効果の観点から、新たなシステムを構築しない方向で「研

修・啓発業務の業務・システム最適化計画」を見直し 

 

③ 人事院の人事・給与等の内部管理業務については、「人事・給与関

係業務情報システムの導入に伴う合理化計画」等に基づき、減量・効

率化に努める。 
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  内部管理業務の減量・効率化に取り組むことにより、平成19年度

において人事・給与等の内部管理業務の定員を６合理化 

 

④ 行政情報の電子的提供業務の最適化計画に基づき、人事院の白書デ

ータベース及び地方事務局のホームページサーバの本院ホームペー

ジサーバへの統合など効率化を図る。 

 平成18年度中に実施 

 

平成19年度予算における削減効果     ▲９，３５７千円 

 

 

５．アウトソーシング 

（今後の取組計画） 

① 電話交換業務について業務委託を順次実施する。（電話交換手に欠

員が生じた場合に順次業務委託を実施） 

今後、退職者が生じた場合には、原則退職後不補充の方針を遵守

し、仮に補充する場合には再任用制度を活用するが、できない場合

は業務委託を実施する 

 

② 公務員研修所における新たなニーズに対応する研修科目について

外部講師を活用する。（新たな研修科目を実施する時点で検討） 

 新たなニーズに対応する研修科目について、研修内容等を考慮の

上外部講師の活用を引き続き検討 

 

③ 職種別民間給与実態調査の対象事業所を確定するための母集団事

業所名簿の作成について、派遣職員の活用を含めたデータ入力作業の

民間委託を検討する。 

  母集団事業所名簿の作成について、データ入力作業の民間委託を

前提に引き続き検討 

 

④ 「これまでの取組①及び②」について拡大する。 
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これまでの取組①及び② 

① 庁舎管理業務（警備・清掃・設備維持管理（空調・ボイラー・

電気設備・水回り等））について一部業務委託 

    業務委託額                 167,238千円 

② 公用車運転業務について一部業務委託 

    業務委託額                  10,239千円 

 

上記については既に実施。今後、退職者が生じた場合には原則 

退職後不補充の方針を遵守し、仮に補充する場合には再任用制度 

を活用するが、できない場合には業務委託を拡大する。 

 

⑤  「これまでの取組③～⑧、⑩及び⑭～⑰」について引き続き実施す

る。 

これまでの取組③～⑧、⑩及び⑭～⑰ 

③ 公務員宿舎管理業務について業務委託 

④ 情報システム（院内ＬＡＮ）管理業務のＬＡＮ用ハード・ソフ

トの保守管理について一部業務委託 

⑤ ホームページについて、ＷＥＢ用サーバの運用管理について業

務委託、ＷＥＢ用ページ作成について一部業務委託 

⑥ ｅ－ラーニングのコンテンツ開発について、情報通信技術（Ｉ

Ｔ）が必要な部分について業務委託 

⑦ ポスターの作成について一部業務委託 

⑧ 国家公務員モニター回答について派遣職員によりデータ入力 

⑩   部内職員を対象とした語学研修及び階層別研修について一部
外部講師を活用 

⑭ 試験申込、採点データ電算処理について業務委託 

⑮ 公務員研修所における研修員のための食堂について業務委託 

⑯ 公務員研修所における語学研修、プレゼンテーション研修等に

ついて外部講師を活用 

⑰ 翻訳・通訳業務について一部業務委託 
        上記業務委託額                         115,730千円 

 

上記については既に実施 
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⑥ 「これまでの取組⑪～⑬」について業務委託の拡大について検討す

る。 

これまでの取組⑪～⑬ 

⑪ 勤務時間・休暇等関係統計データ入力について独立行政法人統

計センターへの業務委託等 

⑫ 任用関係統計データ入力、集計・結果表作成について民間又は

独立行政法人統計センターへの業務委託 

⑬ 給与関係統計データ入力、集計・結果表作成について民間又は

独立行政法人統計センターへの業務委託 

        上記業務委託額                              なし 

 

統計データの入力等について、独立行政法人統計センター等へ

の業務委託を前提に引き続き検討 

 

 

６．ＩＰ電話の導入等通信費の削減 

（今後の取組計画） 

① 今後、通信費の削減を図るため、費用面・技術面での動向を踏まえ

つつ、毎年導入の適否について検討を行う。 

費用対効果や技術面での検討の結果、全体として通信費の削減が

見込まれることとなった場合、導入を予定 

 

② 「これまでの取組②」について引き続き見直しを推進する。 

これまでの取組② 

②  通信費の削減については、より低額な通信費となるような措置 
を推進 

 

引き続き見直しを推進 

 

 

７．統計調査の合理化 

（今後の取組計画） 

① 時代の変化を反映した統計調査内容の抜本的見直し    
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・ 社会状況の変化を踏まえつつ、引き続き必要に応じて調査項目の

見直しを実施する。 

 時代の変化を反映した調査内容となるよう、調査項目の見直しを

引き続き検討 

 

② ＩＴの活用 

・ 「人事・給与関係業務情報システム」の整備を踏まえ、国家公務

員給与等実態調査等業務と当該システムとの連携を図る。（人事・

給与関係業務情報システムの整備と歩調を合わせて実施） 

 各府省において本システムを導入した後に、削減額を予算要求に

反映予定 

 

③  アウトソーシング 
・ 独立行政法人統計センター等への業務委託の拡大について、引き

続き可能な限り検討する。 

 統計データの入力等について、独立行政法人統計センター等への

業務委託を前提に引き続き検討 

 

④  その他                      
・ 引き続き必要に応じて負担軽減の観点からの調査方法の見直しを

実施する。 

 引き続き必要に応じて負担軽減の観点からの調査方法の見直しを

検討 

 

 

８．国民との定期的な連絡に関する効率化 

該当なし 

 

 

９．出張旅費の効率化 

（今後の取組計画） 

① 旅行パック商品を利用する場合の手続きを整備し、その利用を推進

する。 
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既に実施 

 

② より経済的な旅費を支給するため出張計画書の作成を徹底する。 

 既に実施 

 

③ 「これまでの取組①～③」について引き続き実施する。 

これまでの取組①～③ 

① 用務の精査等により出張日程を短縮 

② 航空機の割引制度の活用 

・ 出張により航空機を利用する場合には、割引制度を最大限利

用 

・  外国出張の場合には、割引制度の適用が無い、日程が直前ま

で決まらない等の事情がある場合を除き、原則として割引航空

運賃を利用 

③ 出張旅費の削減を図るため、テレビミーティング等最新の技術

動向等を踏まえた代替手段の活用について検討 

 

①及び②は既に実施、③は引き続き検討 

②の削減 3,939千円（割引運賃適用前）→2,777千円（適用後）

平成19年度予算における削減効果   ▲１，１６２千円 

 

 

１０．交際費等の効率化 

（今後の取組計画） 

① 職員に対する福利厚生について、共済組合と連携して、民間との均

衡を考慮しつつ、適切な水準とするように努める。             

 職員に対する福利厚生について、共済組合と連携して、民間との

均衡を考慮しつつ、引き続き適切な水準とするよう努めている 

 

② 「これまでの取組①」について引き続き実施する。 

これまでの取組① 

①   部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出するという趣旨を

徹底し、かつ、職務関連性を一層厳しく確認の上使用 
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 引き続き趣旨の徹底を図る 

 

 

１１．国の広報印刷物への広告掲載 

（今後の取組計画） 

① 掲載が適切かつ可能な広告の種類や見込まれる広告料など他の政

府刊行物等における広告掲載の例を参考にしつつ検討を行う。 

  平成18年度中に人事院月報への広告掲載の公募を行う方向で検討

中 

 

 

１２．環境にも配慮したエネルギー・資源使用の効率化 

（今後の取組計画） 

① 既存の設備機器等の更新時においては環境負荷が少なく高能率な

機器を導入する。 

既に一部実施 今後更に推進 

 

② 「これまでの取組①～⑧」について一層の推進を図る。 

これまでの取組①～⑧ 

① 執務室の冷房は２８度程度を、暖房は１９度程度を目途にした

空調設備の適正運転 

② 温度センサーの増設等による室内温度管理の適正化 

③ 夏季における軽装での執務の推進 

④ 「人事院がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制

等のため実行すべき措置について定める計画」を策定し、廊下等

の照明の間引き、ＯＡ機器・照明のスイッチ等の適正管理による

電気使用量削減の推進 

⑤ 設備機器の整備・調整等による電気使用量削減の推進 

⑥ 両面印刷・両面コピーの徹底等による用紙類使用量削減の推進

⑦ トイレにおける洗浄流水量の適正化による水量の節減 

⑧  事務室段階でのゴミ等の分別回収等により再利用等の推進 
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上記については既に実施 

 

③ 「これまでの取組⑨～⑪」について引き続き実施する。 

これまでの取組⑨～⑪ 

⑨ 庁舎屋上の緑化 

⑩ トイレの流し水・屋上植栽への散水用として中水を利用 

⑪  手洗い等における水圧を水栓により低めに設定し節水を推進
 

上記については既に実施 

 

  平成19年度予算における削減効果      ▲ １２，４３９千円 

 

 

１３．その他 

該当なし 


